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令和５年度 事業計画書 

 

1．はじめに 

 新型コロナウイルスが猛威を振るい、感染拡大は既に 3年に及んでいる。この間大きな拡

大の波を 8 回繰り返し、エッセンシャルワーカーについては依然として行動制限を余儀な

くされる等、社会や医療システムの混乱が続いている。当法人においても外部との交流や

様々な活動を自粛せざるを得ない状況が続き、法人内でも事業所間の人流の停滞もみられ

る。コロナ禍でオンラインの活用をはじめ、一気にテクノロジーの導入に繋がった反面、利

用者に止まらず職員間の連携、コミュニケーションといったメンタル面への影響も見え隠

れしている。5類感染症へ引き下げられるとは言え、当面、感染拡大防止と法人組織の機能

維持という難しい両立を求められることになるが、正しい知識に基づいた感染予防対策を

講じながら、内外の交流や人流の回復を図り組織の活性化に努めたい。 

今年度は第Ⅱ期中期計画の初年として取り組むことになる。計画では、地域におけるセー

フティネットとしての役割を果たし平成会の存在意義を高めるため、①高屋地域を中心と

した生活安心プロジェクトの推進（相談支援体制の充実と地域共生社会の実現に向けた取

り組み）②発達障害支援体制の強化 ③就労支援科目の開発・充実 以上 3つの目標を掲げ

ている。人材育成、特にリーダーや分野別のスペシャリストの養成といった継続的な課題、

その他変動要因は多々あるが、目標達成に向け初年として目に見える形で成果を上げてい

きたい。また、担い手不足が深刻化し、人材の奪い合いが激しくなっている。法人が活力を

保ち持続的な成長を続けるため、人材確保と育成は欠かすことができない大きな課題であ

る。人材の確保と育成を優先課題と位置付け、職員各々が能力を磨き、総合的に力が発揮で

きる職場環境づくりに法人を挙げて取り組みたい。 

また、2年前から準備を進めてきた障害児通園施設を、計画通り今年 6月に新規開設する。

中期計画の目標に掲げる発達障害支援体制強化に向けた実践と療育の場として、周辺住民

の理解を得ながら万全を期して対応し、役割を積極的に果たしていく。 

 

2．実施内容 

（1）法人本部 

 第Ⅱ期中期経営計画に掲げるブランディングに繋げる取り組み、専門部署の立ち上げ、取

得用地（高屋町宮領）の有効活用等について 3年後を見据え具体的に検討していく。 

また、法人全体の取り組みについて、各事業所の運営サポートを行うとともに、経営会議

等を通じ進捗状況の確認・見直しなどの調整を行う。併せて業務の効率化・ICT化を進め生

産性の向上を図る。具体的な取り組み内容については、以下のとおりである。 

【具体的な取り組み】 

(1) 人材の確保と育成 

・プロ人材を活用した人材確保プランの策定と実施 
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・令和 5年 4月採用計画  福祉総合職  8名程度 

              準正規・非正規職員 各事業所単位随時 

・法人職員職階別研修の継続実施（外部講師の招聘） 

・法人職員人権研修の実施 

・全事業所における発達障害支援の強化（継続） 

(2) 新規事業等 

・障害児通園施設の新規開設 

・就労支援科目の開発 

・給食業務の効率化 

・SDGsの実践 

(3) 多様なニーズへ対応するための体制づくり 

・行政等関係機関との連携 

・ひろば型子育て支援事業の継続実施 

・東広島市基幹相談支援センターへの職員派遣（2名） 

・東広島市地域生活支援システム緊急電話対応業務の受託（4年目） 

・重層的な相談支援体制づくりの取り組み 

(4) 地域貢献活動の取り組み 

・各拠点において地域貢献活動の積極的な取り組み 

・積極的な情報発信 

(5) 第Ⅱ期中期経営計画の取り組み等 

・3年後を見据えた計画的な取り組み 

・感染症対策マニュアル等の整備 

(6) 主な施設整備・環境整備等 

 ・西の池学園地域交流ホーム改修工事           5,000万円 

 ・西の池学園インカム（無線通信機器）導入費用       300万円 

 ・西の池学園共有サーバー更新費用             231万円 

 ・あおぞら工房空調設備更新工事              600万円 

 ・あおぞら工房作業棟耐震化改修工事           1,000万円 

 ・あおぞら工房スイーツ備品一式              160万円 

 ・総合活動センター駐車場舗装工事             400万円 

 ・宮領ワークセンターパン製造用設備一式          500万円 

 ・多機能型事業所あさひチョコレート製造用設備一式     370万円 

 ・送迎用車両整備（2台）5年リース・リース総額       350万円 

 ・多機能型療育サポートかぽの排水溝グレーチング蓋設置工事 400万円 

 ・多機能型療育サポートかぽのグランド土地改良工事     320万円 

 ・多機能型療育サポートかぽの家具・備品整備        410万円 
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（2）宮領デイセンター（生活介護事業 20人） 

 利用者総数 29名、一日平均利用率 125％を超えない上限管理が必要となる中で、サービ

スの質を落とさず向上させる取り組みを行う。個々の障害特性に合った根拠のある支援の

提供、利用者ニーズに即し事業所ブランドを挙げることを目的とした就労作業のある活動

の提供及び人材育成では業務の基本を徹底する。また事業所内での取り決めを自分たちで

守る風土を作り、宮領デイセンターでのサービスの在り方の基礎を固める。 

１．管理運営 

①1日平均利用者 24人以上の達成を目標とする。 

②感染対策の意識向上への取り組みを可視化し、利用者及び職員の健康管理に努め、安 

心して通える体制を構築する。 

③宮領地区の防災訓練参加、エコノイエ自治区の除草活動など地域との関係性を強化し、 

宮領地区の一員としての役割を担う。 

２．利用者支援 

①ニーズの掌握、障害特性に適した根拠のある支援の提供を行うと共に、チームでの支援 

計画の作成にて多角的な視点を持ち、より本人に適した支援を行う。 

②工賃規程を作成し、宮領ワークセンターと連携した工賃の発生する活動を取り入れる。 

③身体拘束適正化に向けたグループワークを定期的に行い、虐待を未然に防ぐ。 

３．人材育成 

①トレーナー制度を活用した新人育成、アクションプランを作成し計画的に指導する。 

②発達障害特性について知識の更新、理解を深め、職員各自が説明できるレベルまで引き 

上げる。 

③権利擁護・人権意識の向上の為、委員会を中心に虐待チェックリストを毎月実施する。 

④法人内人材育成研修の取り組みを確実に実行し、平成会職員としての責任と自信を獲 

得する。 

 

（3）宮領ワークセンター（就労移行支援事業 8人・就労継続支援Ｂ型事業 22人） 

就労支援事業所として新たな就労支援科目の開発と、充実にむけた取り組みを行う。具体

的には、冷生地の使用率を縮小し、手作りパン増量の取り組みと、パン・スイーツ・ジャム

のインターネット販売を行う。また、発達障害に関する基礎知識の習得及び支援マニュアル

を作成し、発達障害者への支援強化に努める。 

１．就労支援科目の開発と充実 

①白市店にパン生地を仕込むためのミキサーを設置し、手作りパン生地の製造を行う。手

作りパンを増やし利益の向上及び地元の食材を使用した商品の開発を進める。令和 5年

度末には冷生地の使用を現在より 10％抑える。 

②インターネット販売を開始し、販路の拡大を図る。 

③コロナウイルス感染症が 5類に移行後、店内でのイートインの増加を見据え、新たにラ
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ンチの提供を行う。 

２．利用者支援の向上 

①発達障害のある利用者への支援力強化のため、事業所内外の研修参加及びアベニール

全体で勉強会や発達障害のアセスメント等の取り組みを実施する。正規職員全員が「発

達障害支援ガイドブック」を理解する。 

②職員の支援力強化に向け、手順書やマニュアルの作成及び再アセスメントを実施する。

利用者のできることを増やすことで、仕事に対し自信とやりがいを獲得し、就労及び定

着に繋げる。 

③令和 6 年度に向け、報酬改定等の情報収集及び計画的な受け入れ態勢を行うための定

員変更等の準備を進める。 

３．売上達成と利益向上に向けた取り組み 

①原材料費及び電気代高騰への対応策として材料費・労務費・その他間接経費の削減に努

め、コストダウンに取り組む。 

②施設外就労先企業と業務委託料の価格交渉を行い、単価アップを目指す。 

③法人の広告塔としてイベントへの参加や、市役所・店頭での法人の PR活動を強化する。 

４．売上・工賃・就労目標 

就労科目等 令和 5年度目標 令和 4年度実績見込み 

製パン・カフェ 5,300万円 5,200万円 

施設外就労 565万円 550万円 

給食業務・弁当 1,250万円 1,200万円 

軽作業・清掃 165万円 140万円 

平均工賃 26,000円 25,000円 

一般就労 2人以上 2人 

 

（4）あおぞら保育園（企業主導型保育事業 12人） 

法人職員の福利厚生、就業定着率強化を主な目的とし、職員が安心し、優先的に割安

で子どもを預けることのできる保育園運営を行う。安全性と一人ひとりの子どもを大切

にした保育を重要視し、健全、適正で風通しの良い職場、保護者から信頼される保育園

運営を目指す。 

１．基本方針 

①安心、安全、虐待防止を最優先事項とし、適切な人員配置、保育士意識の徹底を図

る。 

②職員への情報発信を定期的に行い、職員利用率の安定化を図る。 

③あおぞらひろばと併せ、事業運営費を適切に管理し、事業収支の赤字化を回避する。 

④発達に課題のある園児に対し、多機能型療育サポートかぽのと情報を共有し連携を図

る。 
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２．保育方針 

①一人ひとりの子どもに愛情を注ぎ、子どもの思いを受け止め、心豊かな子どもを育て

る。 

②安全で楽しく、主体的な園生活ができるよう、環境の工夫と充実を図る。 

③保護者の思いを汲み取り家庭と連携し、子どもの健全な心身の発達に努める。 

３．園児の年間平均利用人数目標は 1日 11人とする。 

 ①保護者の転園意向調査を 3か月毎に実施する。 

 ②待機予約、共同利用契約の効果的な利用、活用を行う。 

４．事業所の業務効率化 

 ①業務の整理および担当業務の再分担、責任の明確化を行う。 

②業務量の平準化、最適化の検討を行う。 

③業務フォーマットの統一と業務のマニュアル化を行う。 

④ICTツール（ルクミー）を活用する。 

５．人材育成 

 ①虐待防止、安全意識の向上及び障害児保育のための知識、スキルの向上を図る。 

 ②職員個人別の研修計画（自己向上のための目標）を設定する。 

 ③職員のコミュニケーション能力（保護者への伝える力、聴く力）の一層の向上を図る。 

 ④園長業務の知識、スキル、技術の継承、新園長体制の確立を図る。 

 

（5）あおぞらひろば（ひろば型子育て支援拠点事業・親子スペース定員 1日 8組） 

 母子が地域の中で孤立せず、子育ての様々な悩みの相談や子育て中の母親と知り合い、

楽しみながら子育てができる場所や子どもが安心して遊べる場所の提供を行う。また、年

齢、性別、立場などによらず、様々な地域住民が気軽に立ち寄り集まることができる居場

所をつくり、外出の機会や地域住民同士の繋がりの創出を目指す。 

１．安全で適正な事業運営 

①親子スペースの利用園児数 1,100人（月約 90人×12か月） 

 ②地域イベント利用数 240組（1回につき 10組×2回×12か月） 

２．関係機関との連携強化 

①自治体（東広島市）、ボランティア、自営業者ほか地域活動者との関係強化を図る。 

 ②多機能型療育サポートかぽのとの連携を図る。 

３．人材育成 

①発達不安児童に対する対応力の強化を図る。 

 

（6）相談支援センターこだま（一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事 

業） 

相談支援センターこだまは、高屋地域で子どもから高齢者まで障害の有無に関わらず 
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相談できる窓口となるよう、今後 3年間で体制づくりを進める。また、地域住民や関係機

関とも協働関係をつくり地域共生社会に向けて取り組みを進めている。相談支援事業に

おいては、障害のある子どもから大人までライフステージに応じた本人を中心にプラン

を考え、安心して暮らせる地域づくりが担えるよう、相談支援の質の向上と相談支援専門

員の育成に継続的に取り組む。 

１．重点的な取り組み 

①東広島市基幹障害者相談支援センターへ相談支援専門員を派遣する。自立支援協議会

相談支援連絡協議会への参加、基幹相談からのケースを受け相談支援の質の向上を図

る。 

②包括支援センターへ介護支援専門員（社会福祉士）1名を 7月より派遣する。介護高齢

分野に対応できる人材を確保し相談窓口として機能させるための準備を行う。 

③相談支援センターこだまは、相談支援専門員専従 2 名と兼務 5 名、計 7 名を配置し基

本相談、計画相談の業務を行う。子どもから大人まで幅広くケースを担当する。 

各拠点で相談業務を担う人材を見出し、OJTの中で補助的に相談業務の経験を積む。 

法定研修を受講し、ファシリテーター等の役割を経験し自己研鑽を重ねる。 

④東広島市からの委託事業である生活サポーター事業を運営する。 

事務局機能、啓発活動、研修会企画を担当することで外部との調整力を身につける。 

⑤大学・専門学校のソーシャルワーク実習の受け入れを行う。 

今年度 4名程度が実習指導者研修を受講し、学校との連絡調整、実習生のサポートを行

う。 

⑥あおぞらひろばの地域共生事業と連携し、地域住民を対象とした企画や相談業務から

必要と感じるテーマの座談会を実施する。 

２．緊急時の対応と連携 

緊急受け入れの必要なケースが発生した場合、一次対応、支援体制の調整・連携、ケア

会議等の対応に関わり、地域のセーフティネットとしての役割を果たす。 

 

（7）多機能型療育サポートかぽの（児童発達支援事業 10人・放課後等デイサービス事業 

10人） 

早期に身近で療育を受けられる事業所の創設については、地域からの要望が多く寄せ

られている。また、放課後等デイサービス夕凪は、定員の関係から同地域の利用希望に応

えることができなくなっていることから、課題に対処するため令和 5 年 6 月に「多機能型

療育サポートかぽの」を開設し、障害児が身近な地域で保護者ともに安心して支援を受

けられる体制を作り、課題解決と同時に地域共生社会の実現に寄与する。 

１．管理運営 

①障害福祉課や子ども家庭課をはじめ、関係機関と良好な関係を保ちながら顧客確保の

ために広報活動を実施する。初年度は、定員の約 8割の稼働を目指す。 
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②スムーズな開設を目指すため、開設までに定期的なプロジェクト会議を実施し、職員の

発達支援の専門性向上と事業所の方針を理解し、療育の目的意識を根付かせる。 

③地域住民との良好な関係を築くため、定期的な挨拶回りを実施する。 

２．利用者支援に関する取り組み 

①発達障害のアセスメント力の向上、自閉症児の学習スタイルと障害特性に配慮したプ

ログラムを実施する。発達障害支援の拠点事業所として、事業所内部でプレ研修を繰り

返し、3年後に各事業所の職員への指導・助言を行う。 

②児童発達支援事業と連携し、年に 2 回保護者などを対象とした勉強会または座談会を

開催する。 

③重層的な相談支援体制整備のため、相談支援事業と連携し新規利用希望者に対し早期

の接触を行う。基幹相談支援センターへ定期的に訪問し、より良い関係を構築する。 

３．人材育成及び職場環境の整備 

①トレーナー制度の再構築による強化を図る。共通言語の獲得に向け、週に 1回支援の振

り返りを全職員で行う。 

②特定非営利法人ライフサポートここはうすのコンサルテーションを活用し職員の専門

性の向上に繋げ、業務や支援について根拠を語れる職員育成を目指す。 

③外部研修、自立支援協議会等へ積極的に参加することで、客観的に法人全体を知り、視

野を広げ、課題の発見に繋げる。 

 

（8）介護タクシーこだま 

 地域の方が近距離でも気軽に利用でき、生活に身近な移動手段として安心して利用でき

る介護タクシーを目指す。また、西の池学園利用者、グループホーム利用者の外出の移動

手段も兼ねることで、利用者の余暇、楽しみを作り出すとともに事業所職員の外出対応時

間の削減を図る。 

１．年間売上げ目標６５０万円（前年度６５０万円） 

２．新規顧客の確保 

 ①プレスネットの折込みチラシを利用したタクシーチラシの広範囲な配布を行う。 

 ②医療機関、関係施設への広告用名刺の設置を行う。 

３．運転者教育・安全運転管理・衛生管理 

 ①乗務員の安全運転教育及び法令順守の徹底を図る。 

②3か月点検の実施、運行前点検の徹底、車両清掃、消毒などの車両管理を徹底する。 

４．接遇、マナーの徹底 

 ①あいさつ、身だしなみの徹底を図る。 

②言葉遣い、所作、立ち振る舞いの意識向上を図る。 
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（9）デイセンターこだま（生活介護事業 20人） 

今春にも新型コロナウイルスは感染症法上の分類で５類に移行するが、引き続き感染予

防対策を講じ、利用者及び職員の安全を確保しながら活動を提供するとともに、屋外での活

動の再開を視野に入れ取り組む。また、法人の重点取り組み課題の一つである発達障害者

への支援技術向上に引き続き全職員で取り組み、利用者が落ち着いて過ごせるよう支援に

活かしていく。 

１．管理運営 

①虐待防止会議を定期開催し利用者の権利擁護に努める。また、話し合った内容について

は職員会議で報告し、全職員に周知するとともに意識の向上を図る。 

 ②職員への新型コロナウイルスの抗原検査の実施や手指消毒等の感染対策を継続して行

い、事業所内のクラスター発生による利用減を未然に防ぐ。 

③事務時間を日中に確保し職員の超過勤務を低減し、労働環境の改善を図る。 

④会議等では時間や参加人数を考慮し、就業時間内で効率よく開催する。 

２．利用者支援 

①発達障害者支援や介護技術の知識を持つ職員を中心に、事業所内研修を実施し統一し

た支援を実践する。 

②高齢利用者の身体状況に合わせた活動を取り入れ、活動への参加意欲を引き出す。 

③担当者会議の際、サービス管理責任者のみならずケース担当職員も出席し、ご家族への   

 情報の提供やご家族から必要な情報を収集し、支援に反映させる。 

３．人材育成 

 ①事業所で実施する行事では、新人職員を含む若手職員に企画立案を任せ、書類の作成方

法や他職員との調整力を習得する。 

 ②中堅職員は研修会や事例検討会等の企画・実施を担当し、他者に伝える力を身に着ける

機会を設けるとともに全職員の支援力向上を図る。 

③トレーナーと指導者を中心に新人職員の早期の業務習得を目指す。さらに管理者と定

期的な面談を実施し、トレーナーや指導者と協力し新人職員のサポートを行う。 

 

（10）西の池学園グループホーム（共同生活援助事業 39人） 

 当事業所の入居者３７名のうち強度行動障害を有する入居者の割合は４８％である。 

行動障害のある方がホームで穏やかに安心して生活できるように、行動障害支援力向上に

努める。 

 また、障害者総合支援法の一部改正法が成立し、令和６年度より一人暮らしを希望するグ

ループホーム入居者への支援や、退居後の相談等が提供すべきサービスの内容として法律

上明確化されたことから、この法改正に向け具体的に調理や掃除等の家事支援、買い物等の

同行支援や金銭管理などを検討する。 

１．管理運営 
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①ホーム第一宮領の空床型短期入所を使用して、短期入所又は体験入居を積極的に受け

入れる。 

②一人暮らしを希望する入居者の要望に応えサテライト型グループホーム１室の設置を 

検討する。   

③日頃より家族との信頼関係を築き、緊急時の対応に備える。感染状況を見ながら家族 

会の計画に取り組む。 

④小谷住民自治協議会と連携して地域貢献活動に取り組む。地域の商店や事業所と定期 

的に情報交換する。地域共生を意識して関係性が深まるよう取り組む。 

２．利用者支援  

①強度行動障害を有する入居者が穏やかに生活できるように、発達障害支援委員会と連 

携して構造化や支援手順書の工夫など専門的支援に取り組む。 

②高齢入居者の誤嚥や転倒予防など早目の対策で健康維持に取り組む。          

③「虐待」や「身体拘束」に繋がりそうな事項の抽出と改善に取り組む。毎月の職員会 

議にて理解を深める。 

３．職員連携と人材育成 

①法人理念と職員行動規範に基づき、支援者としての自覚と人権意識を高める。 

②事業所内での報連相を徹底する。自ら情報を求め取り組む職員の育成を図る。 

③優先順位と目標を設定し自ら考え、時間内に効率よく業務を行う職員の育成を図る。 

④人権研修をはじめ発達障害研修会等への参加を促し支援の質の向上を図る。  

４．危機管理 

①事業継続計画（BCP）に基づき業務を継続する。 

②ハラスメントのない働きやすい職場環境づくりに取り組む。 

③ヒヤリハット報告を検証し事故防止に取り組む。  

 

（11）ホームヘルプサービスこだま（居宅介護事業・行動援護事業・移動支援事業・訪問介 

護事業） 

 令和 5 年度は、コロナ 5 類変更後の対応として、通所利用者をはじめとした外出希望に

応えるべく受け入れ調整を行う。行動援護サービスの利用者の割合が全利用者の５３％で

あるため、突発的な事故やケガを防ぎ安心して外出できるよう支援力の向上に努める。 

 また、東広島市自立支援協議会の会議にて課題として挙がった、ヘルパー不足等の問題の

解消や支援技術のスキルアップを目的として、市内のヘルパー事業所間の情報交換を図る。 

１．管理運営 

①利用者・ご家族との信頼関係を築き、満足して頂けるサービスを提供できるよう、サ 

ービス内容に関するアンケートを実施する。 

②福祉有償運送の料金を現在の社会情勢・物価にあった金額に改定する。 

 ③ヘルパー不足の問題解消の為、市内のヘルパー事業所と連携して事業のPR活動に取り 
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組む。専門学校などを訪問して福祉の大切さや必要性、魅力を伝え、実習生の受け入 

れを計画する。 

 ④市内のヘルパー事業所と連携してスキルアップ研修を計画し、支援技術の向上や事業 

所間の情報交換を図る。 

２．利用者支援 

 ①利用者が安心して外出や通院が出来るよう障害の特性を学び、利用者の突発的な行動 

に備える。突発的な行動を分析し、本人の気持ちに寄り添いながら対応する。 

 ②自分で意思を伝える事が困難な利用者に対し、適切な支援が行えるよう支援の質の向 

上を図る。どのような障害特性があるのか、普段からできる支援の工夫を職場全体で 

取り組む。 

 ③虐待や身体拘束が起きにくい職場環境を作るために、年 3回の研修を実施する。 

３．職場環境の改善 

 ①5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を徹底して行い業務の効率を上げる。 

 ②業務に支障をきたさないよう、計画的に年次休暇を取得する。 

 ③ハラスメントが無自覚により行われないよう、職場アンケートを行い周知・啓発に取 

り組む。 

 ④お互いに「笑顔」を心掛け、明るく活気ある職場環境を目指す。 

 

（12）放課後等デイサービス事業所夕凪（放課後等デイサービス事業 10人） 

 令和 5年度は、前年度実施した保護者評価票の結果の改善に努めるとともに、新規に開設

する「多機能型療育サポートかぽの」と連携を図り、近隣地域の待機児童のサービス利用希

望に応えられるよう受け入れ調整を行い、地域課題の解決へ繋げていく。また、早期療育の

必要性に鑑み、適切なアセスメントと指導訓練等の療育を行うことができる人材を育成す

るため、専門的な知識を習得する場を設定し、保護者や障害児が安心して利用できる環境を

整えていく。 

１．管理運営 

①1 日当たりの平均利用者数の目標を 12 人に設定し、適切な人員配置の中で、より専門

性の高い療育を提供できるよう障害特性の研鑽に努める。 

②早期のキャンセルに対しては定期利用者以外の方へ利用案内を行い、1日当たりの平均

利用者数の目標達成に向けて全職員で努める。 

③ボランティア・実習生の積極的な受け入れを通して地域貢献を図るとともに、入職へ繋

がるよう人材確保に努める。 

２．利用者支援に関する取り組み 

①発達障害への特性理解を深めるため、広島県発達障害ガイドブックをもとに勉強会を 

開催し、共通の認識をもって特性ベースの療育を心掛ける。 

②氷山モデルシートを活用しながら統一した支援を目標に月 1回協議の場を設ける。 
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③利用者支援に関する事例検討会を四半期ごとに実施する。 

④法人内の職場見学会や体験会を実施し、他事業所との連携を図りながら、就労移行希望

者の就労イメージを拡げる取り組みを行う。 

⑤地域イベントの参加やイベント・行事を企画し、地域住民や学生ボランティアとの交流

の機会を通して共生社会の実現を図る。 

３．人材育成及び職場環境の整備 

①支援の行き詰まりや日常業務の悩み等を話し合う場を設け、円滑な人間関係・職場環境

の整備に繋げる。 

②2S（整理・整頓）3定（定置・定品・定量）で働きやすい職場環境の改善に努め、PDCA(標

準化)の管理を行う。 

 

（13）西の池学園 （施設入所支援事業 60人・生活介護事業 60人・短期入所事業 10人・

日中一時支援事業 10人） 

 入所施設の役割として①高齢者の安定した生活②発達障害者支援③地域のセーフティネ

ット④地域貢献の 4 つを果たせるよう計画する。コロナ感染症が新たな段階に入り、今年

度より感染対策を優先した生活から脱し、QOL とのバランスをとった新しい生活への取り

組みを始める。また、発達障害者支援の充実を最重要課題とし、法人全体及び事業所内での

各種研修に取り組み、職員のスキルアップを図る。 

１．高齢者支援 

 ①介護技術をはじめとした高齢者支援の専門性の向上を図る。 

 ②高齢者の生活の場として新たな日中活動を行う。 

 ③主任・看護師参加による会議を定例化し、リスクマネジメント係の取り組みを推進する。 

 ④介護予防のためのリハビリ・介護係の取り組みを強化する。 

 ⑤医療機関、高齢者施設等の専門的な知識を有する方と協力し、ターミナルケアのあり方

を検討する。  

２．発達障害者支援 

 ①発達障害の特性理解のため、広島県が発行する支援者のための発達障害支援ガイドブ

ックを精読し、その理解度を図るための簡易テストを実施する。 

 ②発達障害のアセスメント力の向上を図るとともに、支援内容の見直しを行う。  

３．医療体制の充実 

  支援現場での医療的視点の体制づくりを行うとともに、「医療健康情報」の作成を行う。  

４．権利擁護（虐待防止、身体拘束の適正化、意思決定支援） 

 ①広島人権擁護センターほっと（ほっとさん）の訪問により、第三者による目線で施設内

の風通しを良くし、透明性を確保すると同時にサービスの質の向上を図る。 

②西の池学園虐待防止委員会の明確化と虐待防止マネジャーを中心とした虐待防止、身

体拘束適正化を図るための体制を構築する。 



- 12 - 

 

 ③チェックリスト、サービス自己評価、身体拘束カンファレンスの定期的な実施と活用を

行う。 

 ④意思決定支援の学習会を開催する。 

５．個別支援計画作成のスキルアップ 

  個別支援計画作成学習会を開催するとともに、ケース会議の定期開催を行う。  

６．人材育成、リーダー育成 

 ①トレーナー制度の再構築による体制強化を図り、OJT を促進する。 

 ②人材育成研修での取り組みを継続化させ、効果的に職員の育成を図る。 

７．働き方改革 

 ①事務作業の簡素化、業務の再整理を行い、業務の効率化を図る。 

 ②利用者の高齢化・重度化が進む中、業務用インカム無線機の導入など ICT を有効活用

し、利用者の安全を保障しつつ、効率的に業務が遂行できる体制を整備する。 

８．地域貢献および行事の再開 

 ①5 類感染症に移行後、住民自治協議会との連携により、工夫をしながら適切な環境で行

事を再開する。また、ふれあいまつり、旅行では新たな取り組みも検討していく。 

 ②定期的な草刈りを行うなど、施設内外の環境整備に努める。 

９．セーフティネットの役割 

 ①地域生活支援システムによる緊急受け入れ、虐待保護など、緊急時の受け入れについて

は、西の池学園内に留まらず、ニーズに対応できる柔軟な受け入れ体制を整備する。 

 ②短期入所においては、5 類感染症への移行に伴う受け入れ体制の整備を行う。 

 

（14）あおぞら工房（就労継続支援Ｂ型事業 20人） 

 平成会の 3本柱である「発達障害支援力の向上」「新しい就労生産科目の確立」「地域貢

献」を目標に、あおぞら工房では利用者に安心とやりがいを保障し、利用者個々の能力に

応じた作業と高工賃を提供する事業所を目指す。そのため、①発達障害支援など専門的知

識に基づいて支援が出来る職員の育成と、②新しい生産活動を確立し、収益の増加により

高工賃を達成する。また、障がいの程度に関係なく働きたいと願う障害のある方のニーズ

に応えられるよう、令和 6年 4月の生活介護事業の事業開始に向け準備を進める。 

１.人材育成 

①あおぞら工房の方針「働くを通して幸せになる」の定着を図る。 

②障害特性の理解に基づいた支援を提供できる職員を育成し、一人ひとりの目標や障 

害特性に合わせた個別支援・作業を提供する。 

２.工賃向上  

①スイーツ製造販売事業では、さつまいもの生産及びさつまいもを原料とした商品を販

売する体制の構築とその充実を図る。 

②ウエス製造販売事業では、既存取引先との取引の継続と新規取引先を開拓する。 
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③下請事業では、既存作業の継続と新規作業の開拓を行う。 

④施設外就労では、就労先との連携を密にし信頼関係を築き、1 日あたり利用者 6 名、 

1日 6時間の作業を行い、生産活動収入を確保する。 

３.地域貢献及び利用者確保 

  令和 6年 4月からの開設を目標に、障害が重度の方でも自分のペースで作業に携わり 

工賃が得られる生活介護の準備をする。 

４．売上・工賃目標 

就労科目等 令和 5年度目標 令和 4年度実績見込み 

ウエス作業 820万円 800万円 

下請作業 130万円 120万円 

施設外就労 860万円 850万円 

スイーツ製造 48万円 21万円 

平均工賃 27,000円 25,500円 

 

（15）多機能型事業所あさひ（生活介護事業 25人・就労移行支援事業 6人・就労継続支援

Ｂ型事業 24人・短期入所事業 4人・共同生活援助事業 6人） 

世界的なエネルギー不足および食糧価格の高騰等に対し節電等の自助努力や効率的な事業運 

営によりコストの削減に努めつつ、自主製品の販路拡大と接客業などの作業種目の拡充を図る 

とともに、利用者主体の地域交流活動への積極的な参加によりメリハリのある事業所運営を行 

う。また、４年目を迎える新型コロナ感染症対応については、検査キット等の有効活用により、 

コロナ前の通常のサービス提供を積極的に推し進める。 

１．地域貢献・共生社会推進への取り組み 

①定着しつつある地域交流イベント「あさひまるしぇ」を 10 月に開催、サロンや田万里

チョコレートカフェにてニーズの高い体験型ワークショップを開催することにより、

広く一般に向けた広報活動を行う。  

②現在、月 2 回実施している高齢者向けの買物支援は対象地域を拡大して実施する。  

令和 4 年度より始めた中通小学校との交流事業では、新たな取り組みとして学校との

協働により、児童に向けた障害福祉学習会を実施する。 

③地域貢献事業を実施する中で抽出される地域課題については、竹原市社会福祉協議会

と情報共有し、重層的相談支援体制事業の枠組みへ反映されるよう取り組む。 

２．運営に関する課題と取組み 

①事業開始から 10年が経過した。この間 2度の自然災害に見舞われ、営繕箇所も散見

されることから日々の施設点検を強化し、異常個所については早期修繕を行い安全な

運営に努める。 

②5年後に駐車場スペースでの整備を目指すチョコレートカフェ・工房については、既

存福祉サービスの再編や新規事業の開設も含めた検討を行う。 
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３．人材育成 

①希望者を対象に外部の講師による発達・知的障害者支援 WEB 学習会へ参加、現場にて

実践することで支援の質の向上を図る。 

②権利擁護意識向上のため、虐待・身体拘束防止委員会が中心となり、四半期ごとに虐待

防止チェックリストアンケートを実施、検証を行い、その内容を公表する。 

４．生活介護事業 

 ①昨年度、休耕田を利用した農作物の栽培を通じ、中通小学校との関わりが生まれたこ

とから、引き続き利用者が主体となり同校との交流を行う。また、職員は児童を対象と

した障害福祉について学習の機会を提供する。 

 ②2S活動を推進し環境の構造化を図り、効率的な支援に努める。 

 ③障害者アート活動の推進のため、外部研修等を活用し指導職員の育成を図る。 

５．就労支援事業 

 ①既存の施設外就労先について「環境」「対価」「継続性」の 3点を考慮し、作業内容の再

編を図る。 

②チョコレート事業については、百貨店等の催事や企業との提携など固定販売先を確保、

安定的な生産販売を実現し法人の主軸事業へと成長させ、法人のブランディングに寄

与する。冷蔵庫、コンベクション等の設備整備については、助成事業やクラウドファ

ンディングの活用を進める。 

③売上・工賃・就労目標 

就労科目等 令和 5年度目標 令和 4年度実績見込み 

施設外就労 750万円 770万円 

下請作業 360万円 360万円 

給食事業 810万円 790万円 

自主製品・外販 470万円 370万円 

就労Ｂ目標工賃 25,500円 25,000円 

一般就労 1名以上 1名 

６.短期入所事業 

  昨年度、竹原市の福祉避難所設置要件が変更されたことから、災害発生時に於ける受け 

入れについて見直し、ニーズの高まるレスパイト利用を含め新たな体制を検討する。 

７．共同生活援助事業 

 ①昨年末より１室空床となっていることから、利用者ニーズを吸い上げ、早急に満床に

するとともに、日々の利用者の安全配慮義務に努める。 

 ②相談事業所と連携し、一人暮らしを希望する利用者への支援体制を整備する。 
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令和４年度 事業報告書 

 

１．はじめに 

 3年に及んだ新型コロナウイルスは 5類感染症へ引き下げられることとなったが、令和

4年度も感染の対応に追われた 1年となった。前年度に引き続き各事業所管理者、保健師

を中心メンバーとした感染拡大防止のための会議を月 1回実施し、方針と対策を全事業所

で共有する方法を徹底した。感染は多くあったものの、PCR検査と抗原検査を広範囲に積

極的に活用することで何れの事業所も総体的に短期間で終息し、利用者や職員が重症化す

るケースは見られず大事に至ることはなかった。しかしながら、法人内外で交流や活動を

自粛せざるを得ない状況が続いた結果、人流の停滞は避けられず連携やコミュニケーショ

ンといった面への影響は少なくなかった。今後、Withコロナを意識しつつ、法人内外での

活動や人流を活発化させ、以前の状態を取り戻したい。  

 上記のとおり、感染の影響が大きい 1年であったが、事業計画に謳ったそれぞれの取り

組みはほぼ計画通り実施することができた。特に児童通園施設開設に向けて、適正な予算

管理のもと土地の取得と施設整備に着手し、地域説明会をはじめ行政手続き等遅延するこ

となく進め、年度内に予定通り施設整備等すべて完了した。併せて、配置スタッフの人選

や事前研修を行う等、令和 5年 6月の開設に向け準備を進めている。2年の準備期間を経

て新規事業に取り組むことになるが、中期経営計画に掲げる目標の一つである「発達支援

体制の強化」を達成する絶好の機会と捉え、法人全体の成長に繋げたい。 

 優先課題に挙げている人材確保については、今年度も新たな手法を取り入れる等積極的

に取り組み、8名を新卒枠で採用した。前年に採用した新卒 12名と併せ、新規事業の実施

に支障をきたすことなく職員の配置ができている。今後、新卒男性応募者を増やすための

具体策を検討し、次年度において取り組み成果を挙げたい。 

【主な取り組み】 

(1) 人材の確保と育成 

・新卒者正規職員として 8名を採用した。その他準正規・非正規職員については各事業所単

位で必要に応じ随時確保した。 

・人材育成を目的とした法人内研修を前年に引き続き次のとおり実施した。 

 ◎新人職員事業所間交流研修 

◎ビジネスマナー研修   （講師：森田ひとみ氏） 

◎新人職員研修      （講師：平成会職員）   

◎一般職員研修      （講師：堀中嶽水氏） 

 ◎次世代研修       （講師：堀中嶽水氏） 

◎指導職研修       （講師：堀中嶽水氏） 

 ◎管理者研修       （講師：堀中嶽水氏） 

◎人権研修        （講師：又村あおい氏） 
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・法人職員有資格の状況は下記のとおりである。 

 

 

 

 

（令和 5 年 3 月 31 日現在） 

(2) 新規事業の開設準備 

・新規事業用地として開発造成した土地 4,825㎡を 2億 3,967万円で取得し、令和 4年 7月

26日付で所有権移転登記を完了した。 

・令和 4年 9月 1日より新規事業用施設建築工事に着工し、令和 5年 3月 31日に外構を含

め工事がすべて完了し、正式に引き渡しを受けた。設備備品等含めた総経費は 2億 3,080

万円であった。 

(3) 多様なニーズへ対応するための体制づくり 

・東広島市補助金による「ひろば型子育て支援事業」に取り組んだ。 

・東広島市基幹相談支援センターへコーディネーターとして職員を 2名派遣した。 

・東広島市地域生活支援システム緊急電話対応業務を西の池学園で受託し、緊急時の対応に

備えた。 

(4) 地域貢献・情報発信等の取り組み 

・各拠点において地域貢献活動に積極的に取り組んだ。初めての取り組みとして、高屋地域

において夏冬長期休暇中の 2回、学童を対象に「あおぞらこども教室」を開催した。 

・SDGｓの活動、情報発信に積極的に取り組んだ。 

・ホームページを全面リニューアルした。法人の取り組みや情報を積極的に発信し、有効に

活用している。  

(5) 第 2期中期経営計画の策定等 

・3年後を見据えた第 2期中期計画を策定した。中長期的な視点に立った事業活動を意識 

し、目標の達成に向け積極的に取り組む。 

・感染症対策マニュアル、業務継続計画等を整備した。 

(6) 施設整備・環境整備等の実施状況 

 本年度実施した主な工事は次のとおりである。 

①多機能型療育サポートかぽの土地取得          2億 3,967万円 

②多機能型療育サポートかぽの新築工事          1億 9,063万円 

③多機能型療育サポートかぽの外構舗装工事           946万円 

 ④多機能型療育サポートかぽのフェンス・排水溝設置工事    1,680万円 

⑤多機能型療育サポートかぽのブランコ設置工事          150万円 

国  家  資  格  名 人   数 

社会福祉士 37 

精神保健福祉士 15 

介護福祉士 83 

理学療法士 1 

臨床・公認心理士 3 

保育士  35 
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⑥多機能型療育サポートかぽのパーテーション整備   172万円 

⑦多機能型事業所あさひ防水壁設置工事        792万円 

⑧ＧＨあさぎり防水壁設置工事            737万円（内補助金 520万円） 

⑨あおぞら工房プレハブ冷蔵庫整備           105万円（内補助金 98万円）                                                     

⑩西の池学園厨房塗床工事             363万円 

⑪西の池学園厨房機器更新             297万円 

⑫西の池学園ユニットハウス設置工事         136万円 

⑬西の池学園あゆみ寮廊下・喫茶室空調機更新工事   176万円 

 ⑭西の池学園厨房空調機更新工事           170万円 

 ⑮西の池学園見守りセンサー導入費用                209万円（内補助金 209万円） 

 ⑯総合活動センターフェンス設置工事           215万円  

 ⑰平成会ホームページリニューアル費用        250万円 

                

２．理事会・評議員会等の開催状況 

【理事会】 

(1) 第 1回理事会  令和 4年 6 月 6 日 

(2) 第 2回理事会  令和 4年 7 月 27日 

(3) 第 3回理事会  令和 4年 12月 27日 

(4) 第 4回理事会  令和 5年 3 月 24日 

【評議員会】 

(1) 定時評議員会  令和 4年 6月 24日 

(2) 臨時評議員会  令和 4年 8月 6 日 （書面による決議） 

【監事による監査】 

(1) 決算監査    令和 4年 5 月 26・27日 

(2) 定期監査    令和 4年 9 月 14日 

(3) 定期監査    令和 4年 12月 16日 

(4) 定期監査    令和 5年 3 月 17日 

 

３．各事業所の実施状況 

（１）宮領デイセンター 

１．総括 

  新規利用者 1名を受け入れ、登録者数は 27名となった。1日の平均利用者数は 22.8名 

で目標の 23名には達成しなかったが、令和 5年度 4月より新たに 2名を受け入れる。 

コロナ禍による影響では感染者は出たが、クラスターの発生は抑えられた。また、7月に 

は家族会を開催し、家族間の顔合わせと事業所の方針を伝える事が出来た。下期には公益 

社団法人広島県社会福祉士会の福祉サービス第三者評価を受審し、評価結果がワムネッ 
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トに掲載された。Ａ評価が多くあり、事業所職員の意識の高さが評価に繋がった。法人内 

人材育成研修においても、今までの取り組みを継続・発展させ、発表において法人内で高 

評価を得る事が出来た。 

２．実施状況 

・毎日の感染対策と利用者・職員の健康管理により、感染症によるクラスターの発生はない。 

・事業継続計画（BCP）に即した訓練の実施は出来なかったが、宮領地区自治会の防災訓練 

学習会へ参加し、訓練を通じて地域との繋がりが持てた。 

・利用者 1名に対し職員 3名の支援チームを作り、発達障害特性アセスメントとニーズの 

把握を行い支援計画へ反映、根拠ある支援の提供を行った。  

・2名の利用者が、宮領ワークセンターの就労作業（ボトルキャップ）を活動に取り入れる 

事が出来た。工賃規程を作成し、工賃の発生する魅力ある活動を取り入れていく。 

・発達障害特性を学ぶための学習カリキュラムを新人、異動してきた職員及び宮領ワークセ 

ンター職員へ実施、根拠のある支援に繋がっている。 

・毎月、虐待チェックリスト、接遇チェックシートの記入を実施した。身体拘束適正化への 

グループワークを実施し、検討した利用者には支援計画に記載し支援に当たった。 

・法人内人材育成研修では３チームが参加し、感染症対策への意識向上、一人ひとりに見合 

った根拠ある支援計画の作成と虐待にならない障害特性に合わせた環境作りを職員が企 

画・発表し、確実に実行している。 

３．利用実績   定員 20名  1日当たりの平均利用実績 22.8名 

  

（２）宮領ワークセンター 

１．総括 

  新型コロナウイルス感染症対策のため、イベントの減少や通所利用者の欠席、施設外就

労の停止等、事業所にとっては厳しい状況が続く 1年となった。しかし、就労支援事業の

売上は 6,926 万円の目標に対し 7,597 万円と目標達成率は 109.7%となった。売上管理表

を毎月更新し、進捗状況の報告とその都度、売上達成に向けた施策を話し合い、一人ひと

りが売上目標を意識したこと、利用者一人ひとりに合わせた支援を行ったことで利用者

の取り組める仕事が増えたことが要因として挙げられる。今後は、利益率の向上に重点を

置いて取り組んでいく。 

２．実施状況 

①人材育成の取り組み 

・新人 2名に対し、それぞれトレーナー・指導職を配置し、「挨拶・時間厳守・責任感・ 

言葉遣い・電話対応等」の基本的マナーの習得に力を入れた。 

・新規利用者は 9名増えたが、そのうちの 1名が環境に馴染めず退所となった。原因を職 

員間で話し合い、利用者の定着に努めていきたい。 

・発達障害支援の取り組みについては宮領デイセンターと連携し、半年間重点的に学ん 
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だ。今後は学んだことを実践し他の職員へ共有、事業所全体で取り組んでいく。 

②業績向上に向けた取り組み 

 ・電気代削減についてはデマンド装置を設置し、目標値まで抑えることが出来た。 

 ・パン・弁当・スイーツの原価を抑えるため業者を選定し、価格調査を行った。また、販

売価格の見直しを行い利益向上に努めた。新たな取り組みでは、機械導入資金をヤマト

財団に補助申請し受理された。 

 ・2S巡視から 4S（整理・整頓・スピード・安全）巡視に変更し、毎月 5日前後に実施し 

ている。 

 ③地域貢献の取り組み 

 ・3周年記念イベント・いきいき体操・憩いの場小谷・パン作り体験等、数々のイベント 

を開催し地域貢献に繋げた。また、地域イベントへも積極的に参加した。 

 ・地域行事には平成会の代表として、宮領拠点から職員が参加した。また、ひろばのイベ

ントを通して人の集まる場を提供した。 

 ④安心安全の提供 

 ・衛生管理等の研修会に積極的に参加した。作業場の整理整頓・定期的な点検を行い、安 

心安全な食品の提供に努めた。今後も定期的な棚卸と見える化を徹底し、フードロスを 

無くす。 

 ・車両の運転では余裕を持った行動を意識し、無事故無違反を達成した。 

３．就労支援事業実績                         （単位：円） 

作 業 科 目 売 上 目 標 売 上 実 積 差   異 

製パン・カフェ 50,000,000 50,552,054 552,054 

施設外就労 5,500,000 5,951,000 451,000 

給食業務・弁当 12,500,000 12,120,310 △379,690 

軽作業・清掃 1,260,000 1,497,485 237,485 

合 計 69,260,000 75,969,923 6,709,923 

平均工賃（月額）実績 25,000 25,003 3 

一般就労への移行実績 2名 2名 - 

４．年間利用実績 

 ・就労移行支援    定員： 8名   1日平均利用実績 7.7名 

 ・就労継続支援 B型  定員：22名   1日平均利用実績 24.4名 

 

（３）あおぞら保育園 

１．総括 

  令和 4年度より待機予約の仕組みの導入と、あおぞらひろばの事業開始などにより、一

年通して定員はほぼ満員となった。また、安全面の強化や業務の効率化を目的とした保育

ICTサービス「ルクミー」を導入し、保護者との連絡の効率化や園児の午睡時の安全性も
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高めることが出来た。一方、他の園児に手を出す、落ち着きがないなど個別対応が必要な

園児が一定数在籍し、保育量が増加する傾向があり、研修参加や次期園長育成などが十分

に行えないなどの課題も残った。令和 5年度は園長交代の年度となるため、園長業務の引

継ぎや、研修参加による保育士の質の向上を通常の保育園運営の中で取り組んでいく。                                                                          

２．実施状況 

・園児の年間平均利用人数は、目標 1日 11.0名に対し、実績平均は 11.8名となった。 

・作業の洗い出しと再分担化、作業一覧表の作成を行い業務の効率化を図った。 

ICT機器「ルクミー」導入による保護者との情報連絡、共有化の効率化を図った。 

・活動内容の充実化、安全性の向上では、砂場の設置、講習室の活用により活動量の確保 

と向上、ICT機器ルクミー導入による午睡チェックの強化を行った。 

・人材育成（研修への積極的な参加、園長候補者の育成）では、個別対応が必要な園児が

多数在籍に伴う保育士不足のため、研修、育成時間の確保が困難となった。対策として、

園児数（特に個別対応が必要な園児）に対して安全な保育ができるよう保育士を計画的

に確保しておく。その際には、非常勤保育士の採用、活用及びあおぞらひろばとの連携

により、人件費高騰を抑制する。 

 

（４）相談支援センターこだま 

１．総括 

  相談支援センターこだまは、専従 2名、兼務 5名の計 7名の相談員を配置し、高屋地域

を中心に基幹相談支援センターからの紹介ケースや、相談支援事業所の少ない近隣地域

の児者の相談に対応している。利用者数は前年度より 12 名増え、312 名の方と契約し利

用者の希望する生活に向けて目標を設定し、モニタリングとサービス等利用計画作成を

行った。相談支援専門員の継続的な育成では、事業所内での会議、法人内研修、東広島市

自立支援協議会相談支援連絡協議会に参加し、相談員としての質の向上を図った。その他、

住民自治協議会、地域懇談会、地域ネットワーク会議に出席し、様々な分野の方と繋がり

を作り、相談支援センターこだまの機能や役割の周知に努め、関係機関との連携・協働関

係を築いた。 

２．実施状況 

・相談支援専門員の経験年数に応じ、相談支援専門員現任研修、強度行動障害支援者養成実

践研修に加え、主任相談支援専門員研修、精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修

を受講した相談員を令和 5年度より配置する。 

・地域共生社会に向けて地域住民を対象とした出前講座やイベントを企画実施する中で、住

民からの困りごとや気になる方の相談依頼を受け対応している。 

・東広島市障害者基幹相談支援センターに 2名の相談員を継続して派遣している。 

・介護者の入院など緊急受け入れの必要なケースや、東広島市障害児者緊急生活支援事業の

対象者について、介護者がコロナ陽性の待機期間に、対象障害児・者が安全な場所で過ご
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せるよう、各事業所と支援体制を調整して可能な限り受けるよう努めた。 

・子どもから高齢者まで地域で生活する方の相談が受けられる窓口を目指し、高齢者の地域

包括支援センターと出向契約を結び、介護保険の分野に対応できる職員の出向体制を整

えた。 

・兼務職員の相談業務の時間確保が課題となっている。業務改善と兼務事業所に人材育成も

踏まえ補助職員を配置し、改善に取り組む。 

 

（５）介護タクシーこだま 

１．総括 

  令和 4 年度は年間売上 650 万円とし事業運営を行ったが、西の池学園での新型コロナ

ウイルス陽性者の発生及び事業所内クラスターによるタクシー外出中止による影響が非

常に大きく、目標を達成することが出来なかった。一方、5月に行った料金改定による利

用者単価の上昇、一般の新規利用者の開拓、グループホーム利用者のタクシー外出の利用

促進に取り組むことで、その影響を最小限に留めることが出来た。令和 5年度は新型コロ

ナウイルスによるタクシー事業への影響は軽減される見込みであるが、引き続き感染対

策、新規利用者の獲得に力を入れ、安定した売上の確保に取り組む。 

２．実施状況 

・5月に料金体系改定を完了した。 

・新たに 47人の新規顧客を確保した。 

・運転者教育・安全運転管理・衛生管理に努め、その間の事故や違反、タクシー内の感染 

症の発生は無かった。 

・接遇、マナーを徹底し、利用者からのクレームは無かった。 

・年間売上げ目標 650万円に対し、実績は 600万円に留まった。原因としては、コロナ陽 

性者・事業所クラスター発生による西の池学園利用者のタクシー外出中止が大きい。 

・兼務タクシー乗務員の事業所業務への柔軟なシフトを行うと共に、新規一般利用者の 

開拓に努める。（年間目標 50人） 

 

（６）デイセンターこだま 

１．総括 

事業所内でのクラスター発生時には在宅支援を実施し、利用者及び家族が困らないよ

う対応しながら事業運営を行った。一日平均利用実績は 23.6名と前年度を下回ったもの

の事業所として収入減を最小限に留めるよう取り組んだ。虐待通報により市から調査を

受ける事態が発生したが、調査の結果、虐待は認められないと認定された。定期的に研修

を開催し、虐待に関する知識や対策を学ぶ機会を設け職員の意識向上を図る取り組みが

成果として表れた。次年度も年間目標に沿った研修会を開催し、全職員の福祉職専門とし

てのスキルを高めていくよう計画・実施していく。 
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２．実施状況 

 ①管理運営 

・クラスター発生時には職員を利用者宅へ派遣、または電話にて本人の様子を聞き取り、 

利用者家族の不安と負担軽減に努めた。 

・国や県の指針を基に通所事業所としてのコロナ感染予防対策を示した文書を作成し、年 

 末年始や大型連休前に配布、利用者家族に対し事業継続のための協力に理解を求めた。 

 ・コロナ感染者の発生に伴い利用を控えた利用者に対し、自宅訪問し必要な支援を行う 

在宅支援を申請した。 

・コロナ感染により職員の欠員が続いた事や、西の池学園の短期入所者の対応に職員を派 

遣した為、人員不足となり超過勤務での対応が増加した。 

・業務分担表を作成し、各職員の業務を明確にした。 

 ②利用者支援 

 ・発達障害支援の知識を持つ職員が支援方法について勉強会を開催し、事業所の底上げ 

を図ったが、アセスメント様式の見直しまでには至らなかった。 

・職員会議後にケース会議で課題についての解決策を検討し、関係者だけの少人数で話 

し合い、チームとして問題解決を図った。 

 ③人材育成 

・一年目の職員に業務マニュアルの見直しを任せた。一年間学んだ経験を踏まえ、より実 

 践に即した内容となり、自身の業務の振り返りや習熟度を確認する機会となった。 

・中堅職員を対象として強度行動障害支援者養成実践研修やサービス管理責任者の研修 

 を受講させ、中核を担う職員として専門知識の習得を図った。 

３．利用実績   定員 20名  1日当たりの平均利用実績 23.6名 

 

（７）西の池学園グループホーム 

１．総括  

  コロナ感染症第７波の渦中、一部入居者の感染はあったが、全員無症状で大事には至ら

なかった。この事を踏まえ、更なる注意喚起を図り以降の感染は無かった。強度行動障害

のある入居者が穏やかに安心して生活できるよう、支援手順書の見直しをはじめ、毎月の

勉強会で障害特性や伝え方の学習に取り組み「入居者満足度」の向上を図った。引き続き、

強度行動障害者の支援の向上に取り組む。 

２．実施状況 

 ①管理運営 

 ・ホーム第一宮領に新設した空床型短期入所１室で、毎週の短期入所及び毎月の体験入居

を受け入れた。更なる利用者増を図る。 

 ・入居者及び職員に対しコロナ感染症の基本的感染予防や３密回避など繰り返し注意 

喚起し、最大限の感染予防に努めた。 
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 ・ヘルパー事業所と連携し、夕方や休日の入居者外出支援に取り組み、日用品の購入や 

娯楽的外出を保障、ヘルパー兼務職員の稼働率は 100％となった。 

 ・家族と定期的又は必要に応じて情報共有し関係を深め、理解と協力を得る事ができた。 

 ②入居者支援 

・入居者が理解し易いように視覚支援や説明の工夫に取り組み意思決定支援に努めた。 

・高齢入居者の生活面に配慮し健康維持に取り組み、誤嚥や転倒での入院等で空室となる

事は無かった。今後とも、目配りと気配りで早めの対応をする。 

・強度行動障害支援を含む入居者の支援について、一人で抱えることなく根拠ある情報 

 を基にケース会議で共通認識を持って課題解決に取り組んだ。 

 ③職員連携と人材育成 

・虐待防止委員会を５回開催した。毎月の会議で虐待防止について事例を挙げるなど、気

づき難い虐待の学習に取り組み、支援者としての自覚と人権意識を高めた。 

・事業所内の報連相の徹底と、自ら情報を求め業務に取り組む職員の育成に取り組んだ。 

・目標設定し、優先順位を図り、自ら考え、時間内に効率的に業務を行う職員の育成に取 

り組んだ。 

・強度行動障害養成研修受講を進め、支援力の向上と人材育成に取り組んだ。 

④危機管理 

・ハラスメントのない働きやすい職場環境に取り組んだ。 

・入居者の日頃の情報を共有する事で、事故による入院や通院等なく生活できた。 

・ホーム花はなと、第二花はなに防犯と事故の原因究明を目的に防犯カメラを設置した。 

 

（８）ホームヘルプサービスこだま 

１.総括 

  令和４年度は年間目標額 5,200 万円に対し、5,380 万円の実績となった。総合活動セン

ター拠点のクラスター発生による影響で、外出支援が減少する月もあったが、感染リスク

を抑えるため４時間未満のグループ外出を数多くこなすことで、稼働時間は前年度より

8％増加した。一方、個別外出中にヘルパーの不注意により利用者が、他の児童に怪我をさ

せてしまう事があり、利用者の突発的な行動への対応が課題となった。次年度は、利用者

の状況や障害特性をしっかりと把握、未然に突発的な行動やアクシデントを防ぎ、事故の

再発防止に努める。 

２．実施状況 

・余暇外出の充実：４時間以上のグループ年 161回、４時間未満のグループ年 281回 

 ・新規契約者数：11名（移動支援 5名、行動援護 4名、居宅支援 2名） 

 ・利用者、家族を対象に支援の満足度アンケートを実施した。支援内容や外出時の配慮、

必要に応じた説明の実施などの項目では、83％の方から高評価を受けた。 

 ・人材育成では、リーダーの養成が出来なかった。 
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 ・利用者の特性に配慮した支援では、職員の支援力向上のため、毎月一回勉強会を行った

が支援の課題が明確でなく、勉強会のテーマが曖昧であった。次年度は課題に対してよ

り具体的な対応を学べる勉強会を企画・実施する。 

 

（９）放課後等デイサービス事業所夕凪 

１．総括 

  前年度末に実施した保護者評価の結果で、活動の様子や取り組み内容の分かりづらさ

が課題となっていたため、積極的に HPや通信などで情報発信を行った。また、コロナ

禍において感染対策を講じながら保護者や学校、関係機関との連携に努めた結果、令和

4年度の保護者満足度は 90％と高い評価を受けた。その他、サービスの質の向上と職場

環境の改善を目標に、整理整頓・定置定品定量の遵守と業務体制の再構築を行い、作業

効率を上げたことで時間を支援の協議などへ充てることが出来た。事業収入において

は、新型コロナの影響が続き減収が見込まれるなか、適宜営業を行い大幅な減収を抑え

る事が出来た。  

２．実施状況 

・はあとふるや相談支援センターこだまとの連携を図り、新たに 4 名の利用者と契約する

ことが出来た。定員の関係で受けきれなかった入野方面の利用者は、新規に開設する多機

能型療育サポートかぽのへ既存の利用者を移行することで解消を目指す。 

・氷山モデルを活用し行動の背景と捉え方を身につけたが、全職員が実際の支援に活かしき

れなかった。今後は、職員会議などで協議する場を設け、共有・実践していく。 

・障害種別の特性など、職員それぞれが学習を進め、月に 1度の職員会議で発表した。イン

プットやアウトプットを繰り返し続けることで知識の構築とプレゼン力の向上に繋げた。 

・学校・放課後等デイサービス・相談支援事業所などの関係機関との情報共有を行い、情報

収集力の向上や関係機関との統一した支援に努めた。 

・社協やあおぞらぱん屋さんのイベント、あさひマルシェに参加し地域住民との交流を図っ

た。今後は、土曜日の定期利用者以外の方も参加できるよう計画していく。 

・接遇チェックリストと虐待防止チェックリストを活用し四半期ごとに振り返りを行い、互

いにチェックをする習慣をつけることで職員の意識レベルを強化した。 

・2S（整理・整頓）3定（定置・定品・定量）をテーマとし全職員で改善を図った。不要な

ものを 1年間で 30パーセント以上削減し、ルールやマニュアルを作成することで事業所

内の秩序が保たれている。 

３．利用実績（定員：10名） 

1日あたりの平均利用者数（目標）12名 （実績）10.9名 （達成率）90％ 
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（10）西の池学園 

１．総括 

  新型コロナウイルス感染者が増加し感染対策を強化する中、8 月と 12 月の 2 回クラス

ターが発生したが、迅速に BCPに基づく感染拡大防止策を取り、重症化することなく早期

に収束することが出来た。その際には、家族への丁寧な連絡を行った。職員の感染対策へ

の意識は強く、クラスターの最中も大きな負担感を抱えながらも力を合わせて乗り切れ

たが、１年間を通し増加傾向が続き強固な感染対策を強いられたため、日中活動や行事が

最小限に留まる結果となった。 

２．実施状況 

・高齢化に加え、コロナ禍による運動不足からくる機能低下により、利用者の病気、怪我が 

増え介護度が上がったため、5月に看護師を 1名増員、3名とし体制を強化した。 

・高齢者支援では、週１回、理学療法士によるアセスメントと、それに基づくリハビリを実 

施し、随時、高齢化に対する新たな取り組みや見直しを提案し実施した。 

・新たに活動班を組み直し、限られた職員や環境でも活動を継続できるよう改善したが、そ 

れ以上に感染対策に追われ、ほとんど活動が出来なかった。来年度は感染対策も緩和され 

る見通しのため計画的に実施し、利用者の余暇の充実を図る。 

・県の補助金を活用し、補助金 200万円でセンサーマットを 19台購入したが、インターネ 

 ット環境の整備が必要なため、来年度予算で整備し、使用できる部屋を増やす。また、ICT 

の活用としてインカムの導入を計画していたが、県の補助金が見送られたため、来年度に 

持ち越す。 

・小谷地域センター改修工事のため１年間にわたり、小谷小学校区市民協働まちづくり協議 

会他地域の会合や催しの際には交流ホームを無償で貸し出した。常時地域の方の来訪が 

あり、認知していただく機会を作ることが出来た。感染対策上利用者との交流は叶わなか 

ったが、来年度はこの機会を無駄にせず、新たな行事を計画し交流を深めていく。 

・セーフティーネットの役割として、以前より４名のロングショートステイを受け入れてい 

たが、1月と 3月に新たに１名ずつを受け入れた。そのため、ショート棟の居室が満室と 

なり、新型コロナが 5類に移行し、ショートステイの受け入れを再開出来ても人数が制限 

されるため、法人全体で受け入れ体制の見直しを図る必要がある。早急に検討し、準備し 

ていく。 

 

（11）あおぞら工房 

１．総括 

法人理念に基づき利用者が安心して通え、高工賃を得る事が出来る事業所を目指し

た。障害特性に基づいた支援の意識づけと障害者虐待を未然に防止する目的で、定期的

に会議を開催した。生産活動収入の売上目標の達成に基づき、目標であった平均工賃

25,500円を上回ることが出来た。次年度は活動を継続・発展しつつ、令和 6年度の生
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活介護事業所の開設に向けた準備に尽力する。 

２．実施状況 

・コロナ禍で営業活動がままならない中、ウエスの品質が評価され第六管区海上保安本部

より海上保安大学校を紹介いただくなど、4件の新規受注先を獲得した。 

・「ノウフクマルシェ」など法人内外のイベントに参加し、農園で作った焼き芋を販売した。  

・広島精研工業㈱と令和 5年度施設外就労の時給交渉を行った結果 53円上がり、令和 5年 

度の時給は 930円となった。 

・自主製品として考えていたチーズケーキを販売に繋げることが出来なかった。次年度も 

活動を継続し、必ず商品化していく。 

・下請作業では、新規作業開拓のため企業と交渉したが、新たな獲得は出来なかった。引き

続き企業と交渉し、新規作業の開拓を進める。 

・令和 5 年度に生活介護の開設を目指したが建屋の耐震基準を満たさなかったため、     

次年度に耐震工事を実施し、令和 6年度開設に目標を再設定する。 

３．就労支援事業実績                        （単位：円） 

作 業 科 目 売 上 目 標 売 上 実 績 差   異 

ウエス製造販売事業 8,300,000 7,931,456 △368,544 

施設外就労 7,800,000 8,678,172 878,172 

下請事業 1,200,000 1,353,222 153,222 

スイーツ製造販売事業 520,000 240,441 △279,559 

合   計 17,820,000 18,203,291 383,291 

平均工賃（月額）実績 25,500 26,560 1,060 

４．年間利用実績 

 ・定員：20名 1日平均利用実績 26.5名  

 

（12）多機能型事業所あさひ 

１．総括 

自主製品の販売力強化と安定した生産体制の確保に取り組んだ。10 月には利用者と広

島市立大学の学生との協同で廃校になった地元の小学校をリノベーションし、空き教室

を活用したカフェの運営に着手した。「雑誌アンアン」への掲載やテレビにも度々取り上

げられ、法人のブランディングに寄与することが出来た。地域貢献として、休耕田を活用

し、地元小学生との収穫体験や、収穫物を地元の高齢者に配布するなど地域との良好な関

係作りに努めた。また、生活介護の定員を 5名増員し、強度行動障害のある地元の利用者

の受入れや、緊急時に短期入所にて幅広い世代の受入れが可能となるよう整備した。今後

も地域のニーズに沿った健全な事業所運営に努める。 

２．実施状況  

①地域貢献事業 
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・地域の高齢者対象の買い物支援事業では、月 2回継続して実施した。参加者の中に認知症

と思われる方がおられ、民生委員や介護支援相談員へ繋ぐことが出来た。 

・地域参加型イベント「あさひまるしぇ」を 5月と 11月の年 2回開催し、地元店舗の活性

化と地元住民の集いの場を提供した。 

②災害への備え 

・あさひ本体とＧＨあさぎりの敷地全体に浸水防止壁設置工事を行った。これまでに 2 度

の浸水被害を受けたが、これによりしっかりとした水害対策を講じることが出来た。 

③人材育成 

・非常勤職員から準正規職員へ 1名、準正規職員から正規職員への希望者が 2名おり、本人

の資質と日常の勤務態度等を勘案したうえで、4月より登用することとなった。 

・強度行動障害基礎・実践研修ともに積極的な受講をすすめ、有資格者の拡充を図った。 

④生活介護事業 

・地元小学校との交流に努めた。障害者理解のための授業を受け持ち、利用者と共同で休耕

田を活用した活動を行うなど、知識だけでなく関わりを通し学習出来るよう工夫をした。 

・「働く生活介護」として、ＳＤＧｓを意識した廃棄するカカオ豆の皮を再利用した紙すき

製品の開発、販売を行い、工賃の向上に努めた。 

⑤就労支援事業 

・チョコレート事業では、マスメディアへの積極的な露出と、チョコレートカフェでのワー

クショップの開催に努め、SNSのフォロワー数も 900人を超えた。また、バレンタインデ

ーにはそごう広島店よりオファーを受け、フェア会場内にて 2 週間販売を行った。その

他、広島三越、広島空港、蔦屋家電広島駅前店、福屋広島駅前店、東広島市役所等での販

売や地元のイベント会場での移動販売車による販売を行い、年間 417万円を売り上げた。 

・就労移行支援事業では、6月に利用者 1名が三原市の八天堂に採用された。 

⑥短期入所事業 

・感染対策を取りつつ、あさひ利用者を対象に家族の負担軽減と緊急時の受入れを行った。 

・基幹相談支援センターより緊急性の高い児童受入の要望があり、連携し体制整備に努め

た。 

⑦共同生活援助事業 

・10月末に 1名の利用者が退去し、1室が空室となった。早急に希望を募り、体験利用をし

たうえで空室の解消に努める。 

３．就労支援事業実績                         （単位：円） 

作 業 科 目 売 上 目 標 売 上 実 積 差   異 

施設外就労 9,000,000 8,002,923 △997,077 

軽作業 1,800,000 3,631,549 1,831,549 

給食 7,300,000 8,077,730 777,730 

自主製品 3,500,000 4,296,909 796,909 
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合   計 21,600,000 24,009,111 2,409,111 

平均工賃（月額）実績 25,000 25,130 130 

４．年間利用実績 

  生活介護      定員：25名   1日平均利用実績 28.1名 

  就労移行支援    定員： 6名   1日平均利用実績 3.7名 

  就労継続支援 B型  定員：24名   1日平均利用実績 25.9名 

  グループホーム   定員： 6名   1日平均利用実績 4.6名 

 

４．参考資料（職員の研修会参加状況） 

(1)外部研修会への参加状況 

研修名 人数 

新型コロナウイルス感染症クラスター発生事例をふまえた感染防止対策に関する研修 2 

 新任管理職研修 1 

福祉施設・事業所の災害対応研修 

 

3 

 

 

 

介護サポーター人材づくり事業・第 1 回周辺業務切り出し研修会 

 

2 

 

 

感染予防研修  3 

 障害のある人を支援する防災研修会 1 

福祉職員のための伝え方研修 

 

6 

第 61回中国四国地区知的障害者関係職員研究協議会高知大会 

 

 

4 

新任職員権利擁護研修会 

 

7 

全国知的障害者関係施設長等会議 4 

 OJT推進研修 2 

 広島県災害派遣福祉チーム(広島 DWAT)員基本研修 

 

2 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修【初任者コース】 

 

 

6 

 第 1回発達障害支援者研修 

 

2 

介護サポーター人材づくり事業・第 2 回周辺業務切り出し研修会 

 

2 

 意思決定支援と虐待防止に関する研修会 

 

3 

業務改善向上研修 5 

発達障害支援スキルアップ研修(幼児期・学齢期) 

 

 

1 

 第 2回発達障害支援者研修会 

 

1 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修【中堅職員コース】 

 

 

4 

 第 8回保健衛生・給食担当職員研修会 

 

3 

 障害者の福祉就労と日中活動サービスの支援の在り方について 

 

 

2 

 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) 

 

3 

 

 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修【チームリーダーコース】 

 

2 

 個別支援計画Ａコース 

 

2 

 看取りケア研修 3 
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広島県発達障害支援スキルアップ研修(成人期) 2 

中堅職員権利擁護研修会 

 

3 

 障害者支援施設部会研修会 2 

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)   3 

 業務効率化のためのタイムマネジメント研修 4 

第 9回きらっと光る人生を考える研究大会 3 

 第 26回アメニティーフォーラム 1 

発達障害支援スキルアップ研修(学齢後期・思春期) 4 

 障がい者の健康づくり研修会（Ａ・Ｂコース） 1 

 社会福祉法人経営分析研修 2 

 第 2回広島県知的障害者福祉協会・総会・研修会 

 

3 

 

 

 

 

精神障害者支援の障害の特性と支援技法を学ぶ研修 2 

 全国経営協「ＰＲ＆プランニングセミナー」 1 

障害児・者とのコミュ二ケーション支援基礎研修会 

s 

2 

お茶の水ケア学院 フォローアップ研修 

 

1 

小計 116 

 

193  

 

(2)法人内研修会実施状況 

研修名 人数 

新人研修 ①接遇～先輩職員から伝えること ②支援についての基本的理解 

③制度についての基本的理解 ④虐待防止について ⑤相談支援について 
7 

一般職員人材育成研修 Aグループ 2回（Ｊ1・Ｊ2・準正規・非正規） 28 

一般職員人材育成研修 Bグループ 2回（Ｊ1・Ｊ2・準正規・非正規） 25 

一般職員人材育成研修 Cグループ 2回（Ｊ1・Ｊ2・準正規・非正規） 24 

次世代人材研修 2回(Ｊ1・J2) 

  

28 

 

 

 

 

 

指導職研修 2回（Ｊ1・指導職 1・2級職員の内希望者）  14 

 

 

 

 

管理者研修（管理者・責任者） 14 

ビジネスマナー研修「初任者編」 16 

ビジネスマナーフォローアップ研修「振り返り編」 12 

強度行動障害者支援者養成研修 14 

新人職員交流研修 11 

人権擁護研修 200 

人事考課研修（新人・2年目フォローアップ） 24 

小計 417 

合計 533 

 


